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(57)【要約】
【課題】回転している工作物の回転対称面の切削加工に
好適な切削工具を提供する。
【解決手段】本発明の一態様に係る切削工具１０は、回
転している工作物の回転対称面の切削加工のための切削
工具である。切削加工は、回転対称面に切削工具１０を
接触させながら、回転対称面の回転軸線に対して傾斜し
た方向に切削工具１０を送る工程を含む。切削工具１０
を送る工程において、切削工具１０の回転対称面に接触
する点が、切削工具が送られるにつれて移動する。切削
工具は、すくい面１と、逃げ面２と、すくい面１と逃げ
面２とをつなぐ切れ刃３とを備える。逃げ面２から見た
切れ刃３の形状は、少なくとも１つの円弧を含み、円弧
の曲率半径は、１００ｍｍ以上５００ｍｍ以下である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回転している工作物の回転対称面の切削加工のための切削工具であって、前記切削加工
は、前記回転対称面に前記切削工具を接触させながら、前記回転対称面の回転軸線に対し
て傾斜した方向に前記切削工具を送る工程を含み、
　前記切削工具を送る工程において、前記切削工具の前記回転対称面に接触する点が、前
記切削工具が送られるにつれて移動し、
　前記切削工具は、
　すくい面と、
　逃げ面と、
　前記すくい面と前記逃げ面とをつなぐ切れ刃とを備え、
　前記逃げ面から見た前記切れ刃の形状は、少なくとも１つの円弧を含み、
　前記円弧の曲率半径は、１００ｍｍ以上５００ｍｍ以下である、切削工具。
【請求項２】
　前記切れ刃の長さは、１２ｍｍ以上５０ｍｍ以下である、請求項１に記載の切削工具。
【請求項３】
　前記すくい面と前記逃げ面とがなす前記切削工具のくさび角は、６５°以上９０°以下
である、請求項１または請求項２に記載の切削工具。
【請求項４】
　前記切れ刃は、立方晶窒化硼素を含む焼結体の一部である、請求項１から請求項３のい
ずれか１項に記載の切削工具。
【請求項５】
　前記逃げ面から見たときに、前記切れ刃は、前記すくい面と反対側の背面に向かう先細
り形状を有する、請求項１から請求項４のいずれか１項に記載の切削工具。
【請求項６】
　前記切れ刃は、
　第１の端部と、
　前記第１の端部の反対側にある第２の端部とを含み、
　前記第１の端部および前記第２の端部の各々は、前記切れ刃の前記曲率半径よりも小さ
い曲率半径を有する、請求項１から請求項５のいずれか１項に記載の切削工具。
【請求項７】
　前記切れ刃は、丸み付けられたホーニング部を有し、
　前記すくい面を基準とした前記ホーニング部のホーニング量は、０．００１ｍｍ以上０
．０３０ｍｍ以下である、請求項１から請求項６のいずれか１項に記載の切削工具。
【請求項８】
　前記切れ刃は、ネガランド部を有し、
　前記逃げ面に対して前記ネガランド部がなす角度は、０°以上３５°以下である、請求
項１から請求項７のいずれか１項に記載の切削工具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、切削工具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　国際公開第２００１／０４３９０２号（特許文献１）は、工作物の加工方法を開示する
。この方法によれば、切れ刃は、送り方向に対して傾斜して配置されて、回転している工
作物の回転軸線を横断する方向に送られる。この加工方法により、工作物の表面が滑らか
となるように工作物の表面を加工できるとともに、高能率での加工が可能になる。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００３】
【特許文献１】国際公開第２００１／０４３９０２号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　国際公開第２００１／０４３９０２号は、上記の切削加工にとって好適な切削工具を具
体的に開示していない。
【０００５】
　本発明の目的は、回転している工作物の回転対称面の切削加工に好適な切削工具を提供
することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一態様に係る切削工具は、回転している工作物の回転対称面の切削加工のため
の切削工具である。切削加工は、回転対称面に切削工具を接触させながら、回転対称面の
回転軸線に対して傾斜した方向に切削工具を送る工程を含む。切削工具を送る工程におい
て、切削工具の回転対称面に接触する点が、切削工具が送られるにつれて移動する。切削
工具は、すくい面と、逃げ面と、すくい面と逃げ面とをつなぐ切れ刃とを備える。逃げ面
から見た切れ刃の形状は、少なくとも１つの円弧を含み、円弧の曲率半径は、１００ｍｍ
以上５００ｍｍ以下である。
【発明の効果】
【０００７】
　上記によれば、回転している工作物の回転対称面の切削加工に好適な切削工具を提供す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の実施の形態に係る切削工具の斜視図である。
【図２】本発明の実施の形態に係る切削工具の上面図である。
【図３】本発明の実施の形態に係る切削工具の正面図である。
【図４】本発明の実施の形態に係る切削工具の右側面図である。
【図５】本発明の実施の形態に係る切削工具を用いた切削加工（ハードスカイビング加工
）を示した概略図である。
【図６】図５に示された切削加工の模式的に示した模式図である。
【図７】被削物の切削加工時における切れ刃の部分拡大図である。
【図８】切れ刃の側方の逃げ角による効果を説明するための模式図である。
【図９】切れ刃の処理の第１の例を示した模式図である。
【図１０】切れ刃の処理の第２の例を示した模式図である。
【図１１】切れ刃の処理の第３の例を示した模式図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　[本発明の実施形態の説明]
　最初に本発明の実施態様を列記して説明する。
【００１０】
　（１）　本発明の一態様に係る切削工具は、回転している工作物の回転対称面の切削加
工のための切削工具である。切削加工は、回転対称面に切削工具を接触させながら、回転
対称面の回転軸線に対して傾斜した方向に切削工具を送る工程を含む。切削工具を送る工
程において、切削工具の回転対称面に接触する点が、切削工具が送られるにつれて移動す
る。切削工具は、すくい面と、逃げ面と、すくい面と逃げ面とをつなぐ切れ刃とを備える
。逃げ面から見た切れ刃の形状は、少なくとも１つの円弧を含み、円弧の曲率半径は、１
００ｍｍ以上５００ｍｍ以下である。
【００１１】
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　上記によれば、回転している工作物の回転対称面の切削加工に好適な切削工具を提供す
ることができる。切削工具を送る工程において、切削工具の回転対称面に接触する点が、
切削工具が送られるにつれて移動する。すなわち切れ刃の全体が回転対称面の切削加工に
用いられる。これにより、回転対称面の面粗さを小さくすることができる。逃げ面から見
た切れ刃の形状が円弧を含むことによって、切削抵抗を小さくすることができる。一方で
、その円弧の曲率半径が、１００ｍｍ以上５００ｍｍ以下であるので、逃げ面の摩耗量を
少なくすることができる。したがって、切削工具の寿命を長くすることができる。
【００１２】
　（２）　好ましくは、（１）に記載の切削工具において、切れ刃の長さは、１２ｍｍ以
上５０ｍｍ以下である。
【００１３】
　上記によれば、切れ刃の全体を使用した回転対称面の切削加工が可能になる。したがっ
て、逃げ面の摩耗量を少なくすることができる。これにより、切削工具の寿命を長くする
ことができる。切れ刃が短い場合には、回転対称面に接触する切削工具の点の位置は、切
削加工の間、ほとんど変化しない。このような切削（ポイント切削）の場合、逃げ面の摩
耗量が大きくなりやすい。一方で、切れ刃が長い場合には、切削加工の間に、切削工具の
回転対称面に接触する切削工具の点の位置を切れ刃に沿って移動させることができる。し
かし、切れ刃における未使用の部分が生じやすい。したがって上記構成によれば、切れ刃
を効率よく使用することができる。
【００１４】
　（３）　好ましくは、（１）または（２）に記載の切削工具において、すくい面と逃げ
面とがなす切削工具のくさび角は、６５°以上９０°以下である。
【００１５】
　上記によれば、切削抵抗を小さくすることができる。硬度の高い材質からなる工作物の
切削加工の場合には、工作物に切れ刃を食い込ませるために、切れ刃にには、より大きな
力が印加される。くさび角が上記の範囲内にあることにより、切れ刃が損傷する（たとえ
ば切れ刃の一部に欠損が生じる）可能性をより小さくすることができる。
【００１６】
　（４）　好ましくは、（１）から（３）のいずれかに記載の切削工具において、切れ刃
は、立方晶窒化硼素を含む焼結体の一部である。
【００１７】
　上記によれば、安定加工に充分な硬度を有する材料によって切れ刃が形成される。した
がって硬度の高い材料からなる工作物の切削加工が可能になるとともに、切削工具の寿命
を長くすることができる。
【００１８】
　（５）　好ましくは、（１）から（４）のいずれかに記載の切削工具において、逃げ面
から見たときに、切れ刃は、すくい面と反対側の背面に向かう先細り形状を有する。
【００１９】
　上記によれば、切れ刃の側方にも逃げ角が形成される。これにより、回転対称面の切削
加工時に、切れ刃の一方の端部から切れ刃の他方の端部までの切れ刃全体を使用すること
ができる。
【００２０】
　（６）　好ましくは、（１）から（５）のいずれかに記載の切削工具において、切れ刃
は、第１の端部と、第１の端部の反対側にある第２の端部とを含む。第１の端部および第
２の端部の各々は、切れ刃の曲率半径よりも小さい曲率半径を有する。
【００２１】
　上記によれば、回転対称面の切削加工時に、切れ刃の第１の端部または切れ刃の第２の
端部において欠損が生じる可能性を低減することができる。
【００２２】
　（７）　好ましくは、（１）から（６）のいずれかに記載の切削工具において、切れ刃
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は、丸み付けられたホーニング部を有する。すくい面を基準としたホーニング部のホーニ
ング量は、０．００１ｍｍ以上０．０３０ｍｍ以下である。
【００２３】
　上記によれば、切削抵抗が大きくなるのを抑えながら、切れ刃の強度を保持することが
できる。
【００２４】
　（８）　好ましくは、（１）から（７）のいずれかに記載の切削工具において、切れ刃
は、ネガランド部を有する。逃げ面に対してネガランド部がなす角度は、０°以上３５°
以下である。
【００２５】
　上記によれば、切削抵抗が大きくなるのを抑えることができる。
　[本発明の実施形態の詳細]
　以下、図面に基づいて本発明の実施の形態を説明する。以下の図面において同一または
相当する部分には同一の参照番号を付し、その説明は繰返さない。なお、説明を分かりや
すくするために、図面において、発明の構成要素の一部のみが示される場合がある。
【００２６】
　図１は、本発明の実施の形態に係る切削工具の斜視図である。図２は、本発明の実施の
形態に係る切削工具の上面図である。図３は、本発明の実施の形態に係る切削工具の正面
図である。図４は、本発明の実施の形態に係る切削工具の右側面図である。
【００２７】
　図１～図４を参照して、本発明の実施形態に係る切削工具１０は、すくい面１と、逃げ
面２と、切れ刃３とを有する。
【００２８】
　切れ刃３は、すくい面１と、逃げ面２とが交差する部分に対応する。言い換えると、切
れ刃３は、すくい面１と、逃げ面２とが繋がることによって形成された部分に対応する。
【００２９】
　切れ刃３は、すくい面１と、逃げ面２とをつなぐ稜線であってもよい。このような切れ
刃を「シャープエッジ」と呼ぶことができる。あるいは、切れ刃３の加工によって、ホー
ニング部、あるいは、ネガランド部、または、ホーニング部とネガランド部との組合わせ
、からなる群より選択される１以上の部位が、すくい面１と逃げ面２とを繋ぐ面（すなわ
ち切れ刃３）に形成されてもよい。ホーニング部およびネガランド部の具体例は後述する
。
【００３０】
　切削工具１０は、基材１１と、硬質焼結体１２と、接合部材１３とを含む。基材１１は
、すくい面１の少なくとも一部、および、逃げ面２の少なくとも一部を含む。さらに、基
材１１は、すくい面１の反対側に位置する背面４を含む。
【００３１】
　硬質焼結体１２は、立方晶窒化硼素（以下「ｃＢＮ」とも記す）を含む焼結体である。
安定加工に充分な硬度を有する材料によって切れ刃が形成される。したがって硬度の高い
材料からなる工作物の切削加工が可能になるとともに、切削工具の寿命を長くすることが
できる。硬質焼結体１２は、たとえばｃＢＮと、Ａｌ2Ｏ3およびＺｒ化合物等とを含んだ
焼結体であってもよい。硬質焼結体１２によって、切れ刃３、すくい面１の少なくとも一
部、および、逃げ面２の少なくとも一部が形成される。接合部材１３は、硬質焼結体１２
を基材１１に接合する部材である。
【００３２】
　図２に典型的に示されるように、逃げ面２から見た場合の切れ刃３の形状は円弧である
。円弧の曲率半径Ｒは、１００ｍｍ以上５００ｍｍ以下である。一実施形態では、曲率半
径Ｒは、１５０ｍｍである。
【００３３】
　図２～図４に示された１つの実施の形態では、逃げ面２から見た場合の切れ刃３の形状
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は単数の円弧である。しかしながら切れ刃３は、複数の円弧を組み合わせた形状を有して
もよい。
【００３４】
　切れ刃３は、長さＬを有する。一実施形態では、長さＬは、１２ｍｍ以上５０ｍｍ以下
である。一実施形態では、長さＬは１５～２０ｍｍの範囲内にある。
【００３５】
　切れ刃３は、第１の端部、および、第１の端部と反対側の第２の端部に、コーナー部５
を有する。コーナー部５には丸みがつけられる。コーナー部５の曲率半径Ｒｃは、切れ刃
３の曲率半径Ｒよりも小さい（Ｒｃ＜Ｒ）。これにより、切れ刃３は、その側方に逃げ角
θａを有する。言い換えると、逃げ面２から見た切れ刃の形状は、すくい面２から背面４
に向かう先細りの形状である。一実施形態では、逃げ角θａは、４１°である。
【００３６】
　図５は、本発明の実施の形態に係る切削工具を用いた切削加工を示した概略図である。
図５を参照して、被削材５０は、回転軸線５１を中心として回転する。切削工具１０は、
図示しないホルダに取付けられて、被削材５０の回転対称面５２に押し付けられる。切削
工具１０は、軌道２１に沿って、回転対称面５２上を移動する。これにより、切れ刃３が
回転対称面５２を加工する。
【００３７】
　図６は、図５に示された切削加工の模式的に示した模式図である。図５および図６を参
照して、切削開始時には、切れ刃３は、一方の端部３ａの位置において回転対称面５２に
接触する。切削工具１０を送ることにより、回転対称面５２に接触する切れ刃３の位置（
点Ｐ）は、切れ刃３に沿って端部３ａから移動する。切削終了時には、切れ刃３の点Ｐは
、切れ刃３の他方の端部３ｂに位置する。
【００３８】
　端部３ａから端部３ｂまでの切れ刃３の個々の領域が、加工されるべき面（回転対称面
５２）に順次接触する。この加工方法により、被削物５０の表面が滑らかとなるように被
削物５０の表面を加工できるとともに、高能率での加工が可能になる。さらに、切れ刃の
全体を使用するため、逃げ面の摩耗量を少なくすることができる。したがって切削工具の
寿命を長くすることができる。
【００３９】
　上記の加工方法では、切れ刃３の接触抵抗と被削物５０の加工後の表面粗さとが相互に
関係する。切れ刃３の形状が直線に近いほど、被削物５０の加工後の表面粗さは小さい。
一方で、被削物５０に接触する接触抵抗が大きくなる。本発明の実施の形態では、切れ刃
３の曲率半径は、１００ｍｍ以上５００ｍｍ以下の範囲内にある。これにより、切れ刃３
の接触抵抗が大きくなるのを抑えながら、被削物５０の表面を滑らかに加工することがで
きる。
【００４０】
　さらに、上記の加工方法では、切れ刃３の全体を使用して被削物５０の表面が切削され
る。切れ刃３が短い場合、実質的には、切れ刃３の同じ領域を用いて被削物５０の表面が
切削される。この場合には、面粗さが大きくなる可能性がある。一例では、回転対称面５
２に、ねじ状の溝が形成される。さらに、逃げ面の摩耗量が大きくなりやすい。一方、切
れ刃３が長すぎる場合、被削物５０の大きさによっては、切削に関与しない切れ刃３の領
域が生じる。したがって切れ刃３の全体を有効に利用できない。
【００４１】
　本発明の実施の形態では、切れ刃３の長さは１２ｍｍ以上５０ｍｍ以下の範囲内である
。したがって切れ刃３の全体を有効に使用した切削加工を実現することができる。
【００４２】
　図７は、被削物の切削加工時における切れ刃の部分拡大図である。図７を参照して、く
さび角θｂは、すくい面１と、逃げ面２との間のなす角度である。くさび角θｂが小さい
ほど、刃先抵抗は小さい。
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【００４３】
　たとえば被削物５０が焼入れ鋼のように硬度の高い材質からなる場合、切れ刃３を被削
物５０に食い込ませるために、切削工具１０を、方向２２に沿って強く押し付けなければ
ならない。くさび角θｂが小さい場合には、切れ刃の欠損が生じやすい。本発明の実施の
形態では、くさび角θは６５°以上９０°以下の範囲内にある。これにより、切削抵抗を
小さくしながら、切れ刃の欠損が生じる可能性を小さくすることができる。
【００４４】
　図８は、切れ刃３の側方の逃げ角θａによる効果を説明するための模式図である。図８
に示されるように、切削開始時には、切れ刃３の端部３ａ（コーナー部５）が被削物５０
の表面に接する。切れ刃３の逃げ角θａによって、切れ刃３の端部３ａによる加工が可能
となる。同様に、切削終了の直前には、切れ刃３の端部３ｂによって、被削物５０の表面
が切削される。逃げ角θａにより、切れ刃３の全体を使用した切削加工が可能である。
【００４５】
　さらに、切れ刃３は、コーナー部５を有する。コーナー部５の曲率半径は、切れ刃３の
曲率半径よりも小さい（図２を参照）。これにより、切れ刃３の欠けを抑制することがで
きる。あるいは、被削物５０の加工後の表面の面粗さを小さくすることができる。
【００４６】
　切れ刃３の形状は、シャープエッジ形状に限定されるものではない。具体的には、切れ
刃３には面取り加工が施されてもよい。以下に、切れ刃３の処理の例を示す。
【００４７】
　図９は、切れ刃３の処理の第１の例を示した模式図である。図９に示されるように、切
れ刃３には、ホーニング加工が施されてもよい。すなわち、切れ刃３はは、丸みが付けら
れた部分（ホーニング部３ｃ）を有する。Ｈは、すくい面１を基準としたホーニング部３
ｃのホーニング量である。この実施の形態では、ホーニング量Ｈは、０．００１ｍｍ以上
０．０３０ｍｍ以下である。
【００４８】
　図１０は、切れ刃３の処理の第２の例を示した模式図である。図１０に示されるように
、切れ刃３には、ネガランド加工が施されてもよい。すなわち、切れ刃３はネガランド部
３ｄを有する。ネガランド角度θｎは、逃げ面２に対してネガランド部３ｄがなす角度で
ある。この実施の形態では、ネガランド角度θｎは、０°以上３５°以下である。
【００４９】
　図１１は、切れ刃３の処理の第３の例を示した模式図である。図１１に示されるように
、切れ刃３には、ホーニング加工に加えてネガランド加工が施されてもよい。すなわち切
れ刃３はホーニング部３ｃとネガランド部３ｄとを有してもよい。
【００５０】
　[切削試験１]
　切れ刃の曲率半径が切削性能に及ぼす影響を調べた。以下の表１に記載した実施例およ
び比較例の切削工具について、以下の切削条件に従って切削加工を行ない、仕上げ面粗さ
、切削抵抗、および工具摩耗を評価した。その評価結果を表１に示す。この評価では、仕
上げ面粗さＲｚ（十点平均粗さ）が３．０μｍ以下であり、切削抵抗が２５０Ｎ以下であ
り、かつ、逃げ面の摩耗量については欠損が発生しなかった切削工具を良好と判断した。
【００５１】
　（切削条件）
被削材：傾斜角１１°を有する回転対称面、焼入れ鋼（ＳＣＭ４１５Ｈ）、ＨＲＣ６０
切削方法：回転対称斜面の切削
切削形態：乾式切削
切削速度：３００ｍ／ｍｉｎ
工具の切り込み深さ：０．１ｍｍ
工具の送り速さ：０．３ｍｍ／ｒｅｖ
（工具形状）
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工具材質：平均粒径が約４μｍのｃＢＮ粒子を７０体積％含有する多結晶硬質焼結体
切れ刃形状：表１参照
刃先形状：Ｒホーニング（ホーニング量０．０１０ｍｍ）
切れ刃長さ：１５．８７５ｍｍ
工具逃げ角：０°
ホルダ取り付け時の逃げ角：１５°
【００５２】
【表１】

【００５３】
　試料番号１Ａの切削工具では、切削抵抗は小さかった。しかし仕上げ面粗さに関して、
仕上げ面粗さＲｚが３μｍを上回った。一方、試料番号１Ｆ，１Ｇの切削工具では、仕上
げ面粗さＲｚは３μｍ以下であった。しかし切削抵抗が３００Ｎ以上であった。試料番号
１Ｇの切削工具では、切れ刃に欠損が発生した。
【００５４】
　試料番号１Ｂ～１Ｅの各々の切削工具については、仕上げ面粗さ、切削抵抗ともに良好
であった。さらに、切れ刃には欠損が生じなかった。
【００５５】
　上述の結果は、切れ刃の形状が円弧であることによって切削抵抗を低減することができ
ることを示す。しかし切れ刃の曲率半径Ｒが小さすぎる場合には、仕上げ面が粗くなる。
表１に示されるように、切れ刃の曲率半径は、１００ｍｍ以上５００ｍｍ以下であること
が好ましいことが確認された。
【００５６】
　[切削試験２]
　切れ刃の長さが切削加工時における切削抵抗と工具摩耗とに与える影響を調べた。以下
の表２に記載した実施例および比較例の切削工具について、以下の切削条件に従って切削
加工を行ない、切削抵抗を評価した。その評価結果を表２に示す。この評価では、切削抵
抗が３００Ｎ以下であり、逃げ面の摩耗量が３０μｍ以下である切削工具を良好と判断し
た。
【００５７】
　（切削条件）
被削材：傾斜角１１°を有する回転対称面、焼入れ鋼（Ｓ０５２）、ＨＲＣ６０
切削方法：回転対称斜面の切削
切削形態：湿式切削
切削速度：４００ｍ／ｍｉｎ
工具の切り込み深さ：０．０５ｍｍ
工具の送り速さ：０．４ｍｍ／ｒｅｖ
（工具形状）
工具材質：平均粒径が約２μｍのｃＢＮ粒子を５０体積％含有する多結晶硬質焼結体
切れ刃形状：円弧形状（切れ刃半径１５０ｍｍ）
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刃先形状：Ｒホーニング（ホーニング量０．０１０ｍｍ）
切れ刃長さ：表２を参照
工具逃げ角：０°
ホルダ取り付け時の逃げ角：１５°
【００５８】
【表２】

【００５９】
　試料番号２Ａ，２Ｂの各々の切削工具では、切削抵抗は低かった。しかし試料番号２Ａ
の切削工具では、逃げ面の摩耗量が５０μｍ以上であった。試料番号２Ｂの切削工具では
、逃げ面の摩耗量が３０μｍ以上であった。
【００６０】
　試料番号２Ｈの切削工具に関し、試料番号２Ａ，２Ｂの切削工具に比べて、逃げ面の摩
耗量が小さかった。しかし、切削抵抗に関して、３００Ｎを超える抵抗が発生した。試料
番号２Ｃ～２Ｇの各々の切削工具に関しては、切削抵抗、逃げ面の摩耗量はともに良好で
あった。
【００６１】
　上述の結果は、切れ刃の長さが５０mm以下の切削工具では小さい切削抵抗が得られるこ
とを示す。さらに、上述の結果は、切れ刃の長さが１０mm以上の切削工具では、切れ刃の
長さが３ｍｍあるいは５ｍｍの切削工具に比べて、逃げ面の摩耗量が小さいことを示す。
【００６２】
　逃げ面の摩耗量が小さいほど、切削工具の寿命が長くなっていることを示す。表２に示
されるように、切れ刃の長さに関しては１０ｍｍ以上５０ｍｍ以下の長さが好ましいこと
が確認された。
【００６３】
　[切削試験３]
　くさび角が切削性能に与える影響を調べた。以下の表３に記載した実施例および比較例
の切削工具について、以下の切削条件に従って切削加工を行い、切削抵抗と欠損の有無に
ついて評価した。この評価では、切削抵抗が３００Ｎ以下であり、かつ欠損が発生しなか
った切削工具を良好と判断した。
（切削条件）
被削材：円柱状の焼入れ鋼　（ＳＣＶ４２０Ｈ）、ＨＲＣ６０
切削方法：回転対称面の切削
切削形態：湿式切削
切削速度：２２０ｍ／ｍｉｎ
工具の切り込み深さ：０．１５ｍｍ
工具の送り速さ：０．２ｍｍ／ｒｅｖ
（工具形状）
工具材質：平均粒径が約３μｍのｃＢＮ粒子を６５体積％含有する多結晶硬質焼結体
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切れ刃形状：円弧形状（切れ刃半径１５０ｍｍ）
刃先形状：表５を参照
切れ刃長さ：１５．８７５ｍｍ
工具くさび角：表３を参照
ホルダ取り付け時の工具逃げ角：１５°
【００６４】
【表３】

【００６５】
　試料番号３Ｇの切削工具では、切削抵抗が最も小さい一方で、欠損が発生した。試料番
号３Ａ～３Ｆの各々の切削工具では、切削抵抗は３００Ｎ以下であり、かつ欠損の発生が
抑制された。
【００６６】
　上述の結果から、切削工具のくさび角が６５°以上９０°以下の範囲内であることが、
良好な切削性能を得る上で好ましいことが確認された。
【００６７】
　[切削試験４]
　切削工具のホーニング量が切削加工時における切削抵抗に及ぼす影響を調べた。以下の
表４に記載した実施例および比較例の切削工具について、以下の切削条件に従って切削加
工を行い、切削抵抗と耐欠損性について評価した。この評価では切削抵抗が２５０Ｎ以下
であり、かつ、欠損が発生しない切削工具を良好と判断した。
（切削条件）
被削材：傾斜角９°を有する回転対称面、焼入れ鋼（ＳＣＭ４１５Ｈ）、ＨＲＣ６０
切削方法：回転対称斜面の切削
切削形態：乾式切削
切削速度：３００ｍ／ｍｉｎ
工具の切り込み深さ：０．１ｍｍ
工具の送り速さ：０．３ｍｍ／ｒｅｖ
（工具形状）
工具材質：平均粒径が約４μｍのｃＢＮ粒子を７０体積％含有する多結晶硬質焼結体
切れ刃形状：円弧形状（切れ刃半径１５０ｍｍ）
刃先形状：表４を参照
切れ刃長さ：１５．８７５ｍｍ
工具逃げ角：０°
ホルダ取り付け時の逃げ角：１５°
【００６８】
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【表４】

【００６９】
　試料番号４Ａの切削工具は、刃先にホーニング処理が施されていない切削工具、すなわ
ち、シャープエッジを有する切削工具であった。試料番号４Ａの切削工具は、他の試料番
号の切削工具に比べて小さな切削抵抗を有するものの、欠損が発生した。一方、試料番号
４Ｇの切削工具では、欠損が発生しなかったものの、切削抵抗が２５０Ｎ以上であった。
試料番号４Ｂ～４Ｆの各々の切削工具については、切削抵抗および耐欠損性がともに良好
であった。
【００７０】
　上述の結果から、切削抵抗の低減と優れた耐欠損性とを両立できるホーニング量は０．
００１ｍｍ以上０．０３０ｍｍ以下の範囲内であることが確認できた。
【００７１】
　[切削試験５]
　切削工具のネガランド角度が切削加工時における切削抵抗に与える影響について調べた
。以下の表５に記載した実施例および比較例の切削工具について、以下の切削条件に従っ
て切削加工を行い、切削抵抗を評価した。この評価では切削抵抗が３５０Ｎ以下である切
削工具を良好と判断した。
（切削条件）
被削材：円柱状の焼入れ鋼　（ＳＣＭ４１５Ｈ）、ＨＲＣ６０
切削方法：回転対称面の切削
切削形態：乾式切削
切削速度：２２０ｍ／ｍｉｎ
工具の切り込み深さ：０．１５ｍｍ
工具の送り速さ：０．２ｍｍ／ｒｅｖ
（工具形状）
工具材質：平均粒径が約４μｍのｃＢＮ粒子を７０体積％含有する多結晶硬質焼結対
切れ刃形状：円弧形状（切れ刃半径２００ｍｍ）
刃先形状：表５を参照
切れ刃長さ：１５．８７５ｍｍ
工具逃げ角：０°
ホルダ取り付け時の逃げ角１５°
【００７２】
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【表５】

【００７３】
　試料番号５Ｅの切削工具では、３７０Ｎを超える切削抵抗が発生した。一方、試料番号
５Ａ～５Ｅの各々の切削工具では、ネガランド角度が３５°以下であった。試料番号５Ａ
～５Ｅの切削工具の間では、ネガランド角度が大きいほど切削抵抗が大きかった。しかし
、試料番号５Ａ～５Ｅのいずれの切削工具においても、切削抵抗は３５０Ｎ未満であった
。
【００７４】
　上記の結果から、ネガランドの角度が０°以上３５以下であることが、切削抵抗を抑制
できる点で好ましいことが確認された。
【００７５】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって、制限的なものではないと考え
られるべきである。本発明の範囲は上記した実施の形態ではなく特許請求の範囲によって
示され、特許請求の範囲と均等の意味、および範囲内でのすべての変更が含まれることが
意図される。
【符号の説明】
【００７６】
１　すくい面
２　逃げ面
３　切れ刃
３ａ，３ｂ　端部（切れ刃）
３ｃ　ホーニング部
３ｄ　ネガランド部
４　背面
５　コーナー部
１０　切削工具
１１　基材
１２　硬質焼結体
１３　接合部材
２１　軌道
２２　方向
５０　被削材
５１　回転軸線
５２　回転対称面
Ｈ　ホーニング量
Ｌ　長さ
Ｐ　点
Ｒ，Ｒｃ　曲率半径
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